
様式第十二の三（第五十七条第三項関係） （表 面）
保護するために必要であり、かつ、適切であると認めると
きは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、
水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の
水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命

ずることができる。
２ （略）
３ 第一項の場合において、都道府県知事が同項に規定する
権限に属する事務を行うことができないと厚生労働大臣が
認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は厚生
労働大臣が行う。

４ 第一項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者
間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議
をすることができないときは、都道府県知事が供給に要し
た実費の額を基準として裁定する。

５～７ （略）
８ 都道府県知事は、第一項及び第四項の事務を行うために
必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水
供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴
し、又は該当職員をして、事務所若しくは水道施設のある
場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは
必要な帳簿書類を検査させることができる。

９ 第三十九条第四項及び第五項の規定は、前項の規定によ
る都道府県知事の行う事務について準用する。この場合に
おいて 同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中
「第一項、第二項又は第三項」とあるのは「第四十条第八
項」と読み替えるものとする。

第五十五条 次の各号のいすれかに該当する者は、三十万円
以下の罰金に処する。
一・二 （略）
三 第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八
項（第二十四条の八第一項（第三十一条において準用す
る場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報
告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌
避した者

第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第
五十二条から第五十三条の二まで又は第五十四条から第五
十五条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す
る。

水 道 法 検 査 証



(裏 面)
この証明書を携帯する者は、水道法第三十九条及び第四十

条の規定により立入検査をする職権を行う者で、その関係条
文は次のとおりであります。

水道法（抄）
第三十九条 厚生労働大臣は、水道（水道事業等の用に供す
るものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは
管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保
するために必要があると認めるときは、水道事業者若しく
は水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の
実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして
水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立
ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量
若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的
記録の作成又は保存されている場合における当該電磁的記
録を含む。次項及び第四十条第八項において同じ。）を検
査させることができる。

２ 都道府県知事は、水道（水道事業等の用に供するものを
除く。以下この項において同じ。）の布設又は管理の適正
を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の
設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理につい
て必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、
事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の
施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳
簿書類を検査させることができる。

３ 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保する
ために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者
から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は
当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所
若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若
しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

４ 前三項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員
は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求
があつたときは、これを提示しなければならない。

５ 第一項、第二項又は第三項の規定による立入検査の権限
は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。

第四十条 都道府県知事は、災害その他非常の場合にお
いて、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を

備考 この様式は、A列6番の厚紙を用いて、中央の点線の所から二つ折にすること
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